
盛岡市監査委員告示第３号 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第４項の規定により行った定期監査の結

果の報告を次のとおり公表する。 

 

平成 24年１月 20 日 

 

                    盛岡市監査委員  熊 谷 喜美男     

                       同     武 田 牧 雄    

                       同     佐 藤 敬 三 

                       同     川 村 幸 子 

 

 

 第１ 監査の対象 

  １ 沢田浄水場系東部配水幹線布設工事その 2 

   (1) 所  管  上下水道局水道管路課 

   (2) 契約金額  93,450,000 円 

   (3) 工  期  平成 23年 8月 31日～平成 24年 2月 29日 

   (4) 請負業者  ACサカモト株式会社 

   (5) 工事場所  盛岡市東安庭三丁目外地内 

   (6) 工事概要  鋳鉄管布設工（DIP-NS形φ500mm） L=495m 

            鋳鉄管布設工（DIP-PN形φ500mm） L= 29m 

           鋼管推進工（鞘管 STK φ700mm）    L= 28m 

           仕切弁設置工（φ500mm）      1基 

           空気弁設置工（φ100mm）      1基 

           付帯工（舗装復旧工を含む。）   一式 

(7) 進捗率    50.0％（平成 23年 11月 18日現在） 

   

２ 盛岡市立向中野小学校校舎建設（建築主体）工事 1 

 (1) 所  管  教育委員会総務課 

 (2) 契約金額  747,600,000 円 

 (3) 工  期  平成 22年 9月 30日～平成 24年 1月 31日 

 (4) 請負業者  りんかい日産建設・建翔特定共同企業体 

 (5) 工事場所  盛岡市向中野字向中野 41番地 9 

   (6) 工事概要  主要用途 学校（小学校） 

延床面積 5,492.17㎡（1,661.38坪） 



主体構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一部鉄骨造 

階数 地上 3階建 最高高 14.45m   

(7) 進捗率   74.67％（平成 23年 10月 31日現在）   

      

 第２ 監査の実施期間 

   平成 23年 11月 17日から平成 23年 11月 18日まで 

 

 第３ 監査の方針 

   工事の執行に関し，設計・施工等が効果的・合理的かつ適正に執行されているかに

主眼を置いて実施した。 

 

 第４ 監査の方法 

   工事監査は，その技術面の視点から監査を実施するものであり，高度の専門知識を

必要とするため，社団法人日本技術士会に技術士の派遣を依頼し，その協力のもと関

係職員からの説明を受け，設計図書及び現場の施工状況等の具体的事項について監査

した。 

 

第５ 監査結果 

 沢田浄水場系東部配水幹線布設工事その 2 及び盛岡市立向中野小学校校舎建設（建

築主体）工事 1 は，工事全体として技術的な支障は見られず，おおむね良好な施工状

況と認められた。 


